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新 旧 備考 差分 

  

使用料規程 

平成１３年１０月２６日届出 

一部変更 平成１４年 ３月 １日届出 

一部変更 平成１５年 ５月３０日届出 

一部変更 平成１７年 ８月１８日届出 

一部変更 平成１８年 ３月 ２日届出 

一部変更 平成１８年 ８月３１日届出 

一部変更 平成１９年 ４月１３日届出 

一部変更 平成１９年１１月２９日届出 

一部変更 平成２０年 ８月２７日届出 

一部変更 平成２１年 ５月２８日届出 

一部変更 平成２４年１１月２９日届出 

一部変更 平成２５年 ２月２６日届出 

一部変更 平成２６年 ２月２７日届出 
 

  

使用料規程 

平成１３年１０月２６日届出 

一部変更 平成１４年 ３月 １日届出 

一部変更 平成１５年 ５月３０日届出 

一部変更 平成１７年 ８月１８日届出 

一部変更 平成１８年 ３月 ２日届出 

一部変更 平成１８年 ８月３１日届出 

一部変更 平成１９年 ４月１３日届出 

一部変更 平成１９年１１月２９日届出 

一部変更 平成２０年 ８月２７日届出 

一部変更 平成２１年 ５月２８日届出 

一部変更 平成２４年１１月２９日届出 

一部変更 平成２５年 ２月２６日届出 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 
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（業務用通信カラオケに関する利用許諾） 

第１５条  業務用通信カラオケに関する利用許諾の使用料は、次の

①及び②によりそれぞれ算出した金額を合算して得た金

額に、消費税相当額を加算した額とする。本節において、

使用料には複製（ただし、映像とともに複製される場合を

除く）及び公衆送信に係るものを含むものとする。 

 

（業務用通信カラオケに関する利用許諾） 

第１５条  業務用通信カラオケに関する利用許諾の使用料は、次の

①及び②によりそれぞれ算出した金額を合算して得た金

額に、消費税相当額を加算した額とする。本節において、

使用料には複製（ただし、映像とともに複製される場合を

除く）及び公衆送信に係るものを含むものとする。 

 

  

①基本使用料 

（１）基本使用料に関する包括的利用許諾契約を結ぶ場合 

業務用通信カラオケ事業者が設定しているアクセ

スコード数（業務用通信カラオケにおいてそのリク

エストのために1 データごとに付与しているコー

ドの総数をいい、使用料の算出にあたっては当該コ

ード数に９７％を乗じた数をいう）によって１ヵ月

ごとに定めるものとし、その月額使用料は、下表よ

り算出する額に利用者と協議の上定める率を乗じ

て得た額とする。 

 

①基本使用料 

（１）基本使用料に関する包括的利用許諾契約を結ぶ場合 

業務用通信カラオケ事業者が設定しているアクセ

スコード数（業務用通信カラオケにおいてそのリク

エストのために1 データごとに付与しているコー

ドの総数をいい、使用料の算出にあたっては当該コ

ード数に９７％を乗じた数をいう）によって１ヵ月

ごとに定めるものとし、その月額使用料は、下表よ

り算出する額に利用者と協議の上定める率を乗じ

て得た額とする。 

 

  

 

アクセスコード数 月 額 使 用 料 

500 コードまで 50,000 円 

1,000 コードまで 100,000 円 

2,000 コードまで 200,000 円 

3,000 コードまで 300,000 円 

4,000 コードまで 400,000 円 

5,000 コードまで 600,000 円 

6,000 コードまで 800,000 円 

 

アクセスコード数 月 額 使 用 料 

500 コードまで 50,000 円 

1,000 コードまで 100,000 円 

2,000 コードまで 200,000 円 

3,000 コードまで 300,000 円 

4,000 コードまで 400,000 円 

5,000 コードまで 600,000 円 

6,000 コードまで 800,000 円 
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7,000 コードまで 1,000,000 円 

8,000 コードまで 1,200,000 円 

9,000 コードまで 1,400,000 円 

10,000 コードまで 1,600,000 円 

12,000 コードまで 1,800,000 円 

14,000 コードまで 2,000,000 円 

16,000 コードまで 2,200,000 円 

18,000 コードまで 2,400,000 円 

20,000 コードまで 2,600,000 円 

20,000 コードを超える場合

2,000 コードまでを増すごと

に加算する額 

200,000 円 

 

 

7,000 コードまで 1,000,000 円 

8,000 コードまで 1,200,000 円 

9,000 コードまで 1,400,000 円 

10,000 コードまで 1,600,000 円 

12,000 コードまで 1,800,000 円 

14,000 コードまで 2,000,000 円 

16,000 コードまで 2,200,000 円 

18,000 コードまで 2,400,000 円 

20,000 コードまで 2,600,000 円 

20,000 コードを超える場合

2,000 コードまでを増すごと

に加算する額 

200,000 円 

 

 

（２）（１）によらない場合 

カラオケ施設、社交場等の事業者が利用できる状態

におかれている著作物の数によって１ヵ月ごとに

定めるものとし、その月額使用料は、著作物１曲に

つき２００円とする。 

（２）（１）によらない場合 

カラオケ施設、社交場等の事業者が利用できる状態

におかれている著作物の数によって１ヵ月ごとに

定めるものとし、その月額使用料は、再生されるべ

き時間が５分までの著作物１曲につき２００円と

する。歌曲において楽曲に著作権がない場合又はそ

の著作権が甲に管理委託されていない場合は、使用

料は１曲の使用料の６/１２とする。歌曲において

歌詞が甲に管理委託されていない場合も同様とす

る。 

 

  

 

 

削除 

②利用単位使用料 

（１）利用単位使用料に関する包括的利用許諾契約を結ぶ

②利用単位使用料 

（１）利用単位使用料に関する包括的利用許諾契約を結ぶ
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場合 

サーバ、端末機械等（以下名称を問わず「受信装置」

という）１台につき１ヵ月ごとに定めるものとし、

その月額使用料は、情報料を課すべき受信装置１台

あたりの月間の情報料の１０％の額又は９５０円

のいずれか多い額（情報料の１４％の額が９５０円

を下回る場合は、その額又は６５０円のいずれか多

い額）に利用者と協議の上定める率を乗じて得た額

とする。 

 

場合 

サーバ、端末機械等（以下名称を問わず「受信装置」

という）１台につき１ヵ月ごとに定めるものとし、

その月額使用料は、情報料を課すべき受信装置１台

あたりの月間の情報料の１０％の額又は９５０円

のいずれか多い額（情報料の１４％の額が９５０円

を下回る場合は、その額又は６５０円のいずれか多

い額）に利用者と協議の上定める率を乗じて得た額

とする。 

 

（２）（１）によらない場合 

業務用通信カラオケ事業者が、カラオケ施設、社交

場等の事業所に設置された受信装置へのアクセス

コードの入力に応じ、演奏に供する著作物を１曲１

回提供する（公衆送信であるか複製物によるかを問

わない）ごとに定めるものとし、その使用料は、著

作物１曲につき３円とする。 

 

（２）（１）によらない場合 

業務用通信カラオケ事業者が、カラオケ施設、社交

場等の事業所に設置された受信装置へのアクセス

コードの入力に応じ、演奏に供する著作物を１曲１

回提供する（公衆送信であるか複製物によるかを問

わない）ごとに定めるものとし、その使用料は、再

生されるべき時間が５分までの著作物１曲につき

４０円とする。歌曲において楽曲に著作権がない場

合又はその著作権が甲に管理委託されていない場

合は、使用料は１曲の使用料の６/１２とする。歌

曲において歌詞が甲に管理委託されていない場合

も同様とする。 

 

  

 

 

 

 

 

削除 

変更 

 

 

 

 

 

２ １①（１）及び１②（１）の規定を適用する場合において、

月間の利用単位使用料の総額の２５％の額が月額基本使

用料を下回る場合の月額基本使用料は、アクセスコード数

にかかわらず、その利用単位使用料の総額の２５％ の額

 削除 
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２ 第１項に基づき算出された、月額基本使用料と月間の利用

単位使用料の総額の合算額が５０，０００円を下回るとき

は、５０，０００円を当該月の使用料とする。 

３ １②（１）の規定の「情報料」とは、業務用通信カラオケ

を利用するにあたり受信先において通常支払うことが必

要とされる受信等に伴う対価（消費税を含まないもの。い

ずれの名義をもってするかを問わない）をいう。 

４ 情報料が不明の場合は、業務用通信カラオケ事業者が得る

受信装置1 台当たりの情報料収入（いずれの名義をもって

するかを問わない）に１７０％を乗じた額を情報料とする

ことができる。 

５ １①（２）又は１②（２）の規定を適用する場合において、

次のいずれかに該当するときは、それぞれ次のとおりとす

る。 

 

 

 

 

① 歌曲において楽曲に著作権がない場合又は甲の管理外

の場合は、1 曲の使用料の６／１２の額とする。 

② 歌曲において歌詞が甲の管理外の場合は、1 曲の使用

料の６／１２ の額とする。 

６ 著作物の利用形態など特別の事情により本料率により難

い場合の使用料は、本料率の範囲内で、利用者と協議のう

え定めることができる。 

 

とする。 

３ 前項を適用する場合において、月額基本使用料と月間の利

用単位使用料の総額の合算額が５０，０００円を下回ると

きは、５０，０００円を当該月の使用料とする。 

４ １②（１）の規定の「情報料」とは、業務用通信カラオケ

を利用するにあたり受信先において通常支払うことが必

要とされる受信等に伴う対価（消費税を含まないもの。い

ずれの名義をもってするかを問わない）をいう。 

５ 情報料が不明の場合は、業務用通信カラオケ事業者が得る

受信装置1 台当たりの情報料収入（いずれの名義をもって

するかを問わない）に１７０％を乗じた額を情報料とする

ことができる。 

６ １①（２）又は１②（２）の規定を適用する場合において、

次のいずれかに該当するときは、それぞれ次のとおりとす

る。 

① 再生されるべき時間が５分を超える場合は、５分まで

を超えるごとに、５分までの使用料に１①（２）の規

定の場合は２００円、１②（２）の規定の場合は４０

円をそれぞれ加算する。 

② 歌曲において楽曲に著作権がない場合又は甲の管理外

の場合は、1 曲の使用料の６／１２の額とする。 

③ 歌曲において歌詞が甲の管理外の場合は、1 曲の使用

料の６／１２ の額とする。 

７ 著作物の利用形態など特別の事情により本料率により難

い場合の使用料は、本料率の範囲内で、利用者と協議のう

え定めることができる。 

 

 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

変更 
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附則     本規程は、文化庁長官が届出を受理した日から起算し

て３０日を経た日以降（平成２６年４月１日）から実施

する。 

附則    本規程は、文化庁長官が届出を受理した日から起算して

３０日を経た日以降（平成２５年４月１日）から実施す

る。 

 変更 

 


